
預金のお届印を

共通印鑑方式に移行します。

共通印鑑のお取り扱い

普通預金申込書

兼印鑑票 印

定期預金申込書

兼印鑑票

定期積金申込書

兼印鑑票

共通印鑑届出書

津山信用金庫では、お客様の印鑑登録に関するお手続きの簡素化と利便性の向上を図るため、

原則としてすべての各種預金取引を一つの印鑑で管理する「共通印鑑方式」によるお取り扱い

とさせていただきます。

【変更前】

印

印

【変更後】

印

普通預金申込書 定期預金申込書 定期積金申込書

「共通印鑑届」届出後、新規預金申込に印鑑が不要

・「共通印鑑届」をお届け後は、各種預金（財形預金を除く）の新規申込の際、

お届印が不要となります。

・お取引店舗以外で、払戻、解約が可能となり、一層便利になります。

また、定期性預金の新約もお取り扱いできます。

☞詳しくは、最寄りの各支店までお問合せください。

共通印鑑にしていただくとこんなに便利です。

（イメージ図）

最初の一度

だけ届出
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